
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多重化信号のパス間の伝送を対象にした伝送制御を行う伝送システムにおいて、
　送信装置には、前記多重化信号を分割して、ＳＴＳまたはＳＴＭの伝送インタフェース
形式の分割信号を複数生成する信号分割手段と、前記分割信号の連続性を保証する保証情
報を、前記分割信号のそれぞれに付加して伝送信号を生成する保証情報付加手段と、

前記伝送信号を送信する信号送信手段とを設け、
　受信装置には、前記伝送信号を受信する信号受信手段と、前記保証情報にもとづいて、
前記分割信号を組み立てて、前記多重化信号を復元する信号復元手段と

を設けたことを特徴とする伝送システム。
【請求項２】
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遅延
情報にもとづいて、前記伝送信号のそれぞれに対して、ビットレートを可変に設定して遅
延補正を行って、

、前記伝送信号を
受信した際に生じる遅延に関する前記遅延情報を、前記送信装置に通知する遅延情報通知
手段と

多重化信号のパス間の伝送を対象にした伝送制御を行う伝送システムにおいて、
　送信装置には、前記多重化信号を分割して、ＳＴＳまたはＳＴＭの伝送インタフェース
形式の分割信号を複数生成する信号分割手段と、前記分割信号の連続性を保証する保証情
報を、前記分割信号のそれぞれに付加して伝送信号を生成する保証情報付加手段と、前記
伝送信号の一部を重複させて送信する信号送信手段とを設け、
　受信装置には、前記伝送信号を受信した際、重複した部分を用いて遅延部分のデータを
埋めることにより遅延差を吸収して遅延補正を行う信号受信手段と、前記保証情報にもと



【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は伝送システムに関し、特に多重化信号の伝送制御を行う伝送システムに関する。
背景技術
多重化技術の中核となるＳＯＮＥＴ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ）／ＳＤＨ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｈｉｅｒａｒｃｈｙ）
は、各種の通信サービスを有効に多重化するための通信手順を規定するものであり、標準
化されて開発が進んでいる。
また、近年ではインターネットに象徴されるように、データトラフィックが増大化してお
り、様々な通信サービスが要求されている。このため、ＳＯＮＥＴ／ＳＤＨの伝送システ
ムは、現状のバックボーンネットワークに対して、さらなる大容量システムの導入が望ま
れている。
図２０はＳＴＳ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｓｉｇｎａｌ）－１の
フォーマット構成を示す図である。ＳＴＳ－１（５１．８４Ｍｂｐｓ）は、ＳＯＮＥＴの
基準の単位となるフレームである（ＳＤＨの基準の単位となるフレームは、ＳＴＭ（Ｓｙ
ｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｍｏｄｕｌｅ）－１：１５５．５２Ｍｂｐｓ
）。
ＳＴＳ－１フレームのフォーマットは、９０バイトが９行連なって構成され、図の左側の
３バイト分がＯＨ（オーバヘッド）の領域として用意され、右側の８７バイト中のＰＯＨ
（パスオーバヘッド）を除く領域が、ペイロードとして実際のユーザデータが挿入される
。
一方、ＳＯＮＥＴ／ＳＤＨでは、ＶＣ（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｃｏｎｔａｉｎｅｒ）と呼ばれ
る規格化された多重化単位を用いて多重化制御が行われる。ＶＣは、多重化構造がすべて
バイト多重であり、連結（コンカチ：Ｃｏｎｃａｔｉｎａｔｅ）してコンカチネーション
（Ｃｏｎｃａｔｉｎａｔｉｏｎ）信号を生成する。例えば、ＳＯＮＥＴでは、ＶＣ容量の
Ｎ倍のコンカチネーション信号をＳＴＳ－Ｎｃと表記する。
図２１はＳＴＳ－１２ｃのフォーマット構成を示す図である。ＳＴＳ－１２ｃフレームは
、９行１０８０列の２次元のバイト配列で表現される。先頭の９行３６列は、ＯＨからな
り、それに続く９行１０４４列は、多重化情報を収容するペイロードである。このペイロ
ード部分に、ＳＴＳ－３ｃのＣＨ１～ＣＨ４までのセットが４つ多重化される。
ここで、Ｈ１バイトは、４行目のポインタの１列目から１２列目、Ｈ２バイトは、４行目
のポインタの１３列目から２４列目に位置する。そして、Ｈ１バイトの第７、８ビットと
Ｈ２バイトの８ビットを合わせて１０ビットポインタを構成する。
Ｈ１の第１ビットから第４ビットまでの４ビットはＮＤＦ（Ｎｅｗ　Ｄａｔａ　Ｆｌａｇ
）であり、これによりペイロードの変化に応じて１０ビットポインタ値を変更する。例え
ば、ポインタ値の変更が必要ない時にはＮビットを“０１１０”コードで表し、ポインタ
値を変更する時には、Ｎビットを“１００１”の反転コードとする。
そして、この１０ビットポインタは、コンカチネーション・インディケータとして用いら
れる。具体的には、１０ビットすべてが“０”の時は、その信号はコンカチネーション信
号ではなく、１０ビットすべてが“１”の時は、その信号はコンカチネーション信号であ
ることを示す。例えば、ＳＴＳ－１２ｃの場合は、４チャネルで構成されるので、まず、
１チャネル目の１０ビットポインタはオール“０”、２、３、４チャネルは従属チャネル
であるため、１０ビットポインタはオール“１”となる。
このようなコンカチネーション信号を生成して伝送することにより、１つのコンテナでは
伝送不可能であった大容量の伝送を可能にしている。
しかし、上記のような従来の多重化伝送に対して、単にあらたなシステムの新規増設を行
って、システム容量を大容量化すればよいのではなく、既存のネットワークシステムをい
かに利用して最小限の増設で新しいサービスを提供できるかが重要である。
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づいて、前記分割信号を組み立てて、前記多重化信号を復元する信号復元手段とを設けた
ことを特徴とする伝送システム。



例えば、９．９５３２８０ＧｂｐｓのＳＴＳ－１９２ｃのコンカチネーション信号を伝送
する場合、あらたな高速伝送路等の新規増設を行って、ＳＴＳ－１９２ｃを専用線的に伝
送するのではなく、伝送ビットレートに制限がある伝送路が設置されている場合には、こ
の伝送路を効率よく活用することで、これら大容量化信号を伝送する必要がある。
発明の開示
本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、伝送ビットレートに制限がある既存
のネットワークシステムを有効活用して、大容量の多重化信号の伝送を効率よく行う伝送
システムを提供することを目的とする。
本発明では上記課題を解決するために、図１に示すような、多重化信号のパス間の伝送を
対象にした伝送制御を行う伝送システム１において、多重化信号を分割して、多重化信号
の速度より低速な、ＳＴＳまたはＳＴＭの伝送インタフェース形式の分割信号を複数生成
する信号分割手段１１と、分割信号の連続性を保証する保証情報を、分割信号のそれぞれ
に付加して伝送信号を生成する保証情報付加手段１２と、伝送インタフェース形式の伝送
路を通じて、伝送信号を送信する信号送信手段１３と、から構成される送信装置１０と、
伝送信号を受信する信号受信手段２１と、保証情報にもとづいて、分割信号を組み立てて
、多重化信号を復元する信号復元手段２２と、から構成される受信装置２０と、を有する
ことを特徴とする伝送システム１が提供される。
ここで、信号分割手段１１は、多重化信号を分割して、多重化信号の速度より低速な、Ｓ
ＴＳまたはＳＴＭの伝送インタフェース形式の分割信号を複数生成する。保証情報付加手
段１２は、分割信号の連続性を保証する保証情報を、分割信号のそれぞれに付加して伝送
信号を生成する。信号送信手段１３は、伝送インタフェース形式の伝送路を通じて、伝送
信号を送信する。信号受信手段２１は、伝送信号を受信する。信号復元手段２２は、保証
情報にもとづいて、分割信号を組み立てて、多重化信号を復元する。
また、図１５に示すような、多重化信号のセクション間の伝送を対象にした伝送制御を行
う伝送システム１ａにおいて、多重化信号を分割して、多重化信号の速度より低速な、Ｓ
ＴＳまたはＳＴＭの伝送インタフェース形式の分割信号を複数生成する信号分割手段１１
ａと、分割信号の連続性を保証する保証情報を、分割信号のそれぞれに付加する保証情報
付加手段１２ａと、保証情報が付加された分割信号を、互いに異なる波長を持つ光信号に
変換して、光信号の波長多重化を行って送信するＷＤＭ信号送信手段１３ａと、から構成
される送信装置１０ａと、光信号を受信して波長毎に分離し、分割信号に変換するＷＤＭ
信号受信手段２１ａと、保証情報にもとづいて、分割信号を組み立てて、多重化信号を復
元する信号復元手段２２ａと、から構成される受信装置２０ａと、を有することを特徴と
する伝送システム１ａが提供される。
ここで、信号分割手段１１ａは、多重化信号を分割して、多重化信号の速度より低速な、
ＳＴＳまたはＳＴＭの伝送インタフェース形式の分割信号を複数生成する。保証情報付加
手段１２ａは、分割信号の連続性を保証する保証情報を、分割信号のそれぞれに付加する
。ＷＤＭ信号送信手段１３ａは、保証情報が付加された分割信号を、互いに異なる波長を
持つ光信号に変換して、光信号の波長多重化を行って送信する。ＷＤＭ信号受信手段２１
ａは、光信号を受信して波長毎に分離し、分割信号に変換する。信号復元手段２２ａは、
保証情報にもとづいて、分割信号を組み立てて、多重化信号を復元する。
本発明の上記および他の目的、特徴および利点は本発明の例として好ましい実施の形態を
表す添付の図面と関連した以下の説明により明らかになるであろう。
発明を実施するための最良の形態
以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。図１は本発明の伝送システムの原
理図である。伝送システム１は、送信装置１０と受信装置２０から構成され、多重化信号
のパス間の伝送を対象にしている。また、送信装置１０及び受信装置２０は、パス間の伝
送制御を行う多重化ノード１００、２００それぞれに設置される。なお、実際には、送信
装置１０の機能と受信装置２０の機能は、同じ１台の装置内に含まれる。
送信装置１０に対し、信号分割手段１１は、多重化信号をパス単位（パスオーバヘッド＋
ペイロード）で分割して、多重化信号の速度より低速な、ＳＴＳ（元の多重化信号がＳＯ
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ＮＥＴの場合）またはＳＴＭ（元の多重化信号がＳＤＨの場合）の伝送インタフェース形
式の分割信号を複数生成する。なお、以降では、ＳＯＮＥＴを対象にした処理について説
明するものとし、多重化信号をコンカチネーション信号と呼ぶ。
この分割信号とは、ＳＯＮＥＴまたはＳＤＨの多重化インタフェースを持ち、分割前のコ
ンカチネーション信号よりも低速なビットレートを持つ擬似的なコンカチネーション信号
のことである。
保証情報付加手段１２は、分割信号の連続性を保証する保証情報を、分割信号のそれぞれ
に付加して伝送信号を生成する。この保証情報を分割信号に付加することにより、分割信
号が、コンカチネーション信号からどのように分割されたか、または分割時の順番等が、
受信側で認識することができる。これにより、受信装置２０でコンカチネーション信号を
正常に復元できる。
信号送信手段１３は、ＳＯＮＥＴ／ＳＤＨの伝送インタフェース形式のパス間の伝送路を
通じて、伝送信号を並列に送信する。
受信装置２０に対し、信号受信手段２１は、伝送信号を受信する。信号復元手段２２は、
保証情報にもとづいて、分割信号を組み立てて、元のコンカチネーション信号を復元する
。
次に分割時の動作について、ＳＴＳ－１９２ｃ（９．９５３２８０Ｇｂｐｓ）をＳＴＳ－
３ｃ（１５５．５２Ｍｂｐｓ）×６４に分割して伝送する場合を例にして説明する。図２
はコンカチネーション信号の分割処理を示す概念図である。
図では、ＯＣ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃａｒｒｉｅｒ）１９２の光伝送レートに対応するＳＴ
Ｓ－１９２ｃというコンカチネーション信号に対し、ＳＴＳ－１９２ｃを分割して、分割
信号であるＳＴＳ－３ｃを生成し、ＯＣ４８（２．４８８３２０Ｇｂｐｓ）の光伝送レー
トに対応するＳＴＳ－３ｃ×１６を、＃１～＃４の４並列で伝送している。
このような分割処理を行う場合には、ＳＴＳ－１９２ｃのＯＨを終端して、ＳＴＳ－１９
２ｃのポインタをＳＴＳ－３ｃのポインタに書き替えて、ＳＴＳ－３ｃ×６４に分割し（
ＳＴＳ－３ｃのＯＨを付加して）、図に示すようなまとまりで伝送する。また、この分割
時には、受信側で元のコンカチネーション信号ＳＴＳ－１９２ｃを復元できるように、後
述の保証情報をＳＴＳ－３ｃ毎に付加する。
ＳＴＳ－３ｃは、ＰＯＨを９バイト×１列しかないので、これ以上分割できない。ＳＴＳ
－３ｃとＳＴＭ－１のポインタバイトの使用方法は、先頭１バイトのポインタのみにポイ
ンタ値を入れて、それ以外の２バイト以降のポインタにインディケーション信号を入れて
いる。さらにＳＴＳ－３ｃとＳＴＭ－１はペイロードにＶＣ－４が１個多重化されている
。
なお、上記の説明では、ＳＴＳ－１９２ｃから分割信号ＳＴＳ－３ｃを生成する例を示し
ているが、本発明の信号分割手段１１は、敷設されている伝送路の伝送ビットレート状態
に応じて、コンカチネーション信号を適応的に分割して、その伝送ビットレートと同等（
またはそれ以下）となる速度の分割信号（コンカチネーション信号）を生成する。
次に保証情報について説明する。保証情報付加手段１２は、保証情報を、分割信号のＰＯ
Ｈ（パスオーバヘッド）の空きバイトに付加する。図３はＰＯＨを示す図である。
ＰＯＨは、ＶＣに含まれる多重化ノード間のパス間管理に用いられる制御情報であり、誤
り検出やネットワークメンテナンス等に使用される。また、図に示すＺ３～Ｚ５は空きバ
イトになっており、本発明ではこれら空きバイトを利用して保証情報を付加する。
図４は保証情報の内容を示す図である。図は、ＳＴＳ－３ｃの場合を示しており、ＳＴＳ
－３ｃに保証情報を付加する場合には、Ｚ３～Ｚ５バイトを使用する。
コンカチ情報は、Ｚ３バイトに付加して、使用ビットを５～８の４ビットとする（１～４
の４ビットは予備とする）。内容は、分割前の元のコンカチネーション信号がどのような
ものであるかを示す。例えば、０ならばＳＴＳ－３ｃ、１ならばＳＴＳ－１２ｃ、２なら
ばＳＴＳ－４８ｃ、３ならばＳＴＳ－１９２ｃ、４ならばＳＴＳ－７６８ｃ等である。
フレーム情報は、Ｚ４バイトに付加して、使用ビットを１～８の８ビットとする。内容は
、分割前のフレーム番号を示す。例えば、元のコンカチネーション信号がＯＣ１９２の場
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合には、どのＯＣ１９２のフレームであるかを示すもので、０～２５５通りのフレーム番
号を設定できる。
ブロック情報は、Ｚ５バイトに付加して、使用ビットを１～８の８ビットとする。内容は
、分割した際の分割番号であり、早い順に分割したものから通し番号を付けていく。受信
側では、この番号順に再生すればよい。
なお、上記の説明では、ＳＴＳ－３ｃの場合にはＺ３～Ｚ５を使用したが、ＳＴＳ－１２
ｃ以上のコンカチネーション信号に対しては、Ｚ３～Ｚ５の中のいずれか１つのバイトを
複数使用できる。例えば、ＳＴＳ－１９２ｃをＳＴＳ－１２ｃに分割する場合には、例え
ば、Ｚ４＃１、Ｚ４＃２、Ｚ４＃３に保証情報を付加して処理することができる。
ここで、通常の多重化ノードでは、クロスコネクト等の処理は、パス単位（ＰＯＨ＋ペイ
ロード）で行っている。したがって、ＰＯＨは、ライン及びセクションＯＨのように終端
されて消失することがないので、本発明では保証情報をＰＯＨに付加することにして、内
部処理時の保証情報の消失を防いでいる。
図５は多重化ノード１００、２００間にトリビュタリ対応の多重化ノードを設けた場合の
図である。トリビュタリ対応の多重化ノード３００は、多重化ノード１００、２００間に
設置される。
多重化ノード３００は、トリビュタリから送信された信号を受信して、多重化ノード１０
０から送信された信号と多重化して、多重化ノード２００へ送信する（Ａｄｄ）。また、
多重化ノード３００は、多重化ノード１００から送信された信号を受信した後に分離して
、トリビュタリへ送信する（Ｄｒｏｐ）。
本発明の伝送システム１では、パス間での伝送制御を対象にして、コンカチネーション信
号の分割から復元までの制御を行っているため、保証情報をＰＯＨに付加している。この
ため、図のようなクロスコネクト機能を持つ多重化ノード３００が伝送路上にある場合で
も、保証情報は欠落せずに、コンカチネーション信号の分割／復元制御が可能になる。
次に本発明の機能を具体化した際の伝送システム１のブロック構成及び動作について説明
する。図６は送信装置のブロック構成を示す図であり、図７は受信装置のブロック構成を
示す図である。なお、図の構成は、ＳＴＳ－１９２ｃを分割して、ＳＴＳ－３ｃ×１６を
４並列にして伝送する場合を示している。
送信装置１０－１は、ポインタの書き替えを行うポインタ書き替え部１０１、保証情報を
付加してＳＴＳ－３ｃに分割処理するＴＳＡ（Ｔｉｍｅ　Ｓｌｏｔ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎ
ｔ）部１０２、速度変換を行うメモリ１０３－１～１０３－４、信号送信のインタフェー
ス制御を行う信号送信部１０４－１～１０４－４、各部に対して分割処理時に必要な制御
を行う分割制御部１０５から構成される。
受信装置２０－１は、ＯＨを終端するＯＨ終端部２０１－１～２０４－４、保証情報を抽
出する保証情報抽出部２０２－１～２０２－４、速度変換を行うメモリ２０３－１～２０
３－４、分割信号の組み立て処理を行うＴＳＡ部２０４、信号送信のインタフェース制御
を行う信号送信部２０５、各部に対して復元処理時に必要な制御を行う復元制御部２０６
から構成される。
次に動作について説明する。
〔Ｓ１〕ポインタ書き替え部１０１は、ＳＴＳ－１９２ｃのＯＨを終端する。そして、Ｓ
ＴＳ－１９２ｃのポインタをＳＴＳ－３ｃのポインタに書き替える。このように、前処理
としてＳＴＳ－３ｃのポインタに書き替えることで、ＳＴＳ－３ｃの擬似的なＯＨを付加
する（擬似的なフレームを生成する）。これにより、後段でＳＴＳ－３ｃ対応の処理を効
率よく行うことができる。
〔Ｓ２〕ＴＳＡ部１０２は、ＳＴＳ－３ｃ単位でのクロスコネクトを行い、ＳＴＳ－３ｃ
×１６の伝送容量の分割信号を生成する。また、ＳＴＳ－３ｃ毎に、保証情報として、上
述したコンカチ情報、フレーム情報、ブロック情報を各ＰＯＨのＺ３～Ｚ５バイトに書き
込む。
〔Ｓ３〕メモリ１０３－１～１０３－４は、内部処理クロックから送信クロックへのデー
タのクロック乗せかえを行う。
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〔Ｓ４〕信号送信部１０４－１～１０４－４は、ＳＴＳ－３ｃの実質的なＯＨを付加して
、低速信号のフォーマットに変換し、ＯＣ４８（ＳＴＳ－３ｃ×１６）の４並列伝送を行
う。
〔Ｓ５〕ＯＨ終端部２０１－１～２０４－４は、ＳＴＳ－３ｃのＯＨを終端する。
〔Ｓ６〕保証情報抽出部２０２－１～２０２－４は、ＰＯＨから保証情報を抽出し、その
内容を復元制御部２０６に通知する。
〔Ｓ７〕メモリ２０３－１～２０３－４は、内部処理クロックから送信クロックへのデー
タのクロック乗せかえを行う。
〔Ｓ８〕ＴＳＡ部２０４は、復元制御部２０６から通知される復元情報（保証情報）にも
とづいてクロスコネクトを行って、ＳＴＳ－３ｃの組み立て処理を行う。
〔Ｓ９〕信号送信部２０５は、ステップＳ８で組み立てられた信号に、ＳＴＳ－１９２ｃ
のポインタを含むＯＨを付加して、ＳＴＳ－１９２ｃを復元して伝送路へ送出する。
次に図８～図１４まで並列伝送時の遅延補正制御について説明する。信号の並列送信では
、各伝送路において伝送遅延が発生する。伝送遅延の要因としては、各伝送路の長さや送
受信部の回路部品の特性のばらつき、または光ファイバ伝送路で生じる波長分散やモード
分散等がある。
波長分散の遅延とは、光ファイバ内で光が伝搬される時、光波長により屈折率が変化する
ことにより、受信端で到着時間差が発生することである。モード分散の遅延とは、光変調
した光が光ファイバ内を通過する際に、光パルスが時間的に広がる現象が生じることによ
り、受信端で到着時間差が発生することである。
したがって、伝送信号を並列送信する際には、これらの要因によって発生する遅延に対す
る補正を行う必要がある。
図８は遅延情報通知手段を説明するための図である。送信装置１０と受信装置２０は伝送
路Ｌ１～Ｌ４で接続し、伝送信号は伝送路Ｌ１～Ｌ４を通じて送信装置１０から受信装置
２０へ送信される。
遅延情報通知手段２３は、伝送信号を信号受信手段２１で受信した際の各伝送路Ｌ１～Ｌ
４で発生した遅延に関する遅延情報を、サブチャネルＳを用いて送信装置１０の信号送信
手段１３へ通知する。
信号送信手段１３は、遅延情報にもとづいて、伝送信号のそれぞれに対して、ビットレー
トを可変に設定して遅延補正を行う。
次に遅延補正の具体的な動作について説明する。図９は並列伝送信号の時間関係を示す図
である。
送信装置１０から１フレーム（Ｘビット／ｓ）の情報を４分割して生成したデータを、受
信装置２０での到達順にデータＤ１（時刻ｔ０に到達）～データＤ４とする（それぞれ（
Ｘ／４）ビット／ｓ）。そして、データＤ１～Ｄ４の受信終了時刻をｔ１～ｔ４とする。
また、（ｔ２－ｔ１）＝Δｔ２、（ｔ３－ｔ１）＝Δｔ３、（ｔ４－ｔ１）＝Δｔ４とお
く。
遅延情報通知手段２３は、Δｔ２～Δｔ４の値をサブチャネルＳにより、送信装置１０に
通知し、送信装置１０の信号送信手段１３では、この情報をもとに各並列伝送信号の遅延
の補正制御を行う。
この場合、ｔ１よりも以前にすべてのデータが到達するように送信すれば、受信装置２０
側で伝送路遅延差を吸収する大規模なバッファ回路等を設けなくてもよい。なお、データ
Ｄ２～データＤ４の時刻ｔ１までに到達しなかったデータ部分を遅延データｄ２～ｄ４と
する。
図１０、図１１は遅延補正の様子を示す図である。信号送信手段１３は、遅延情報をもと
にデータＤ１～Ｄ４のビットレートをＸ１ビット／ｓ～Ｘ４ビット／ｓを算出し、もとの
フレームを分割する。
ここで、分割する場合に満たすべき条件は、Ｘ１＋Ｘ２＋Ｘ３＋Ｘ４＝Ｘであること、す
べてのデータがｔ１までに到達すること、Ｘ１≧Ｘ２≧Ｘ３≧Ｘ４（早く到達する伝送路
に対してより多くのデータを送ってもらう）であること、の３つを満たせばよい。
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この条件にもとづいて、各伝送路Ｌ１～Ｌ４の送信ビットレートを算出し、図に示すよう
にマッピングする。すなわち、遅延データｄ２を伝送路Ｌ１で送信するように、データＤ
１をＸ１ビット／ｓとして割り当てる。同様に、遅延データｄ３を伝送路Ｌ２で送信する
ように、データＤ２をＸ２ビット／ｓとして割り当て、遅延データｄ４を伝送路Ｌ３で送
信するように、データＤ３をＸ３ビット／ｓとして割り当てる。
ただし、データＤ４（一番遅く到達するデータ）に対応する伝送路Ｌ４のビットレートは
図ではＸ４ビット／ｓと示しているが、実際は（Ｘ／４）ビット／ｓに固定とし、クロッ
ク伝送用ラインを兼ねるようにする。
図１２は遅延補正の第１の変形例を示す図である。第１の変形例の場合は、データＤ１を
（Ｘ／４）ビット／ｓのままにして、データＤ２～Ｄ４のビットレートを（Ｘ／４）ビッ
ト／ｓを基準にして補正して、時刻ｔ１までに到達するように制御する。
ｔ１－ｔ０＝Ｔとおくと、データＤ２の遅延データｄ２が時刻ｔ１までに間に合うための
ビットレートは、（Ｘ／４）・（Ｔ／（Ｔ－Δｔ２））ビット／ｓとなる。
同様に、データＤ３の遅延データｄ３が時刻ｔ１までに間に合うためのビットレートは、
（Ｘ／４）・（Ｔ／（Ｔ－Δｔ３））ビット／ｓとなり、データＤ４の遅延データｄ４が
時刻ｔ１までに間に合うためのビットレートは、（Ｘ／４）・（Ｔ／（Ｔ－Δｔ４））ビ
ット／ｓとなる。
図１３は遅延補正の第２の変形例を示す図である。第２の変形例の場合、信号送信手段１
３は、分割したデータの頭部に、別の分割データの一部を重複させて送信する。
例えば、データＤ１’は、データＤ１の頭部にデータＤ０の一部である重複部分ｍ０を付
加した形で送信する。同様に、データＤ２’は、データＤ２の頭部にデータＤ１の重複部
分ｍ１を付加した形で送信し、データＤ３’は、データＤ３の頭部にデータＤ２の重複部
分ｍ２を付加した形で送信し、データＤ４’は、データＤ４の頭部にデータＤ３の重複部
分ｍ３を付加した形で送信する。
図１４は第２の変形例を説明するための図である。受信側でデータの到達が遅れたものが
あった場合は、別の分割データの頭部に存在する重複データを用いて、その遅延部分のデ
ータを埋めることにより遅延差を吸収する。
図ではデータＤ３’以外のデータは、すべて時刻ｔ１までに到達している。そこで、デー
タＤ３’の時刻ｔ１までに届いてない部分のデータｍ３を、データＤ４’の頭部に付加し
てある重複部分ｍ３のデータを用いて埋めることにより、遅延を吸収する。以上説明した
ような遅延補正を行うことにより、信頼性を高めた伝送システムを実現できる。
次にＷＤＭ（波長多重化：Ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ
ｘ）を適用した場合の本発明の伝送システムについて説明する。図１５はＷＤＭを適用し
た伝送システムを示す原理図である。
伝送システム１ａは、送信装置１０ａと受信装置２０ａから構成され、コンカチネーショ
ン信号のセクション間の伝送を対象にしている。また、送信装置１０ａ及び受信装置２０
ａは、セクション間の伝送制御を行う端局ノード１１０、２１０それぞれに設置される。
なお、実際には、送信装置１０ａの機能と受信装置２０ａの機能は、同じ１台の装置内に
含まれる。
送信装置１０ａに対し、信号分割手段１１ａは、コンカチネーション信号を分割して、コ
ンカチネーション信号の速度より低速な、ＳＴＳまたはＳＴＭの伝送インタフェース形式
の分割信号を複数生成する。
ここで、端局ノード１１０、２１０は、セクション間でのＷＤＭネットワークを確立して
おり、端局ノード１１０、２１０ではパス単位での処理は行わない（パス単位での信号を
認識する必要がない）。したがって、コンカチネーション信号を分割する際には、ＯＨを
含むブロック単位で分割することができる。
保証情報付加手段１２ａは、分割信号の連続性を保証する保証情報を、分割信号のそれぞ
れに付加する。ＷＤＭ信号送信手段１３ａは、保証情報が付加された分割信号を、互いに
異なる波長を持つ光信号に変換して、光信号の波長多重化を行って１本の光伝送媒体を通
じて送信する。
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受信装置２０ａに対し、ＷＤＭ信号受信手段２１ａは、光信号を受信して波長毎に分離し
、分割信号に変換する。信号復元手段２２ａは、保証情報にもとづいて、分割信号を組み
立てて、コンカチネーション信号を復元する。
次に保証情報について説明する。保証情報付加手段１２ａは、保証情報を、分割信号のＳ
ＯＨのＣ１バイト（ＲＳＯＨ（中継セクション・オーバヘッド）のＣ１バイト）に付加す
る。図１６はＯＨを示す図である。
ＯＨは、ＳＯＨとＬＯＨから構成され、図のＯＨは、ＳＴＳ－３ｃの場合を示している。
また、ＷＤＭを適用した本発明の伝送システム１ａの場合では、図の位置にあるＣ１バイ
トを利用して保証情報を付加する。
図１７は保証情報の内容を示す図である。コンカチ情報は、Ｃ１の＃２バイトに付加して
、使用ビットを１～４の４ビットとする。内容は、分割前の元のコンカチネーション信号
がどのようなものであるかを示す。
フレーム情報は、Ｃ１の＃２バイトに付加して、使用ビットを５～８の４ビットとする。
内容は、分割前のフレーム番号を示す。なお、ＷＤＭの場合は、伝送路遅延がほとんどな
いため、フレーム情報を少なくできる。
ブロック情報は、Ｃ１の＃３バイトに付加して、使用ビットを１～８の８ビットとする。
内容は、分割した際の分割番号であり、早い順に分割したものから波長毎に通し番号を付
けていく。受信側では、この番号順に再生すればよい。
次に本発明の機能を具体化した際の伝送システム１ａのブロック構成及び動作について説
明する。図１８は送信装置のブロック構成を示す図であり、図１９は受信装置のブロック
構成を示す図である。なお、図の構成は、ＳＴＳ－１９２ｃを分割してＳＴＳ－４８ｃ×
４にし、波長多重して伝送する場合を示している。
送信装置１０ａ－１は、ポインタの書き替えを行うポインタ書き替え部１１１、ＳＴＳ－
４８ｃに分割処理するＤＭＵＸ部１１２、速度変換を行うメモリ１１３－１～１１３－４
、保証情報を含むＯＨを付加するＯＨ付加部１１４－１～１１４－４、ＷＤＭの送信イン
タフェース制御を行うＷＤＭ送信部１１５、各部に対して分割処理時に必要な制御を行う
分割制御部１１６から構成される。
受信装置２０ａ－１は、ＷＤＭの受信インタフェース制御を行うＷＤＭ受信部２１１、保
証情報を抽出する保証情報抽出部２１２－１～２１２－４、速度変換を行うメモリ２１３
－１～２１３－４、分割信号の組み立て処理を行うＭＵＸ部２１４、信号送信のインタフ
ェース制御を行う信号送信部２１５、各部に対して復元処理時に必要な制御を行う復元制
御部２１６から構成される。
次に動作について説明する。
〔Ｓ１０〕ポインタ書き替え部１１１は、ＳＴＳ－１９２ｃのＯＨを終端する。そして、
ＳＴＳ－１９２ｃのポインタをＳＴＳ－４８ｃのポインタに書き替える。ここで、装置間
にクロスコネクト機能が介在しないので、ポインタの付け替え処理が不要となり、ＯＨと
ＳＰＥ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｐａｙｌｏａｄ　Ｅｎｖｅｌｏｐｅ：ＰＯＨ＋ペイロ
ード）の関係がずれることはない。したがって、ＳＴＳ－１９２ｃのポインタをそのまま
コピーしてＳＴＳ－４８ｃのポインタとする。
〔Ｓ１１〕ＤＭＵＸ部１１２は、ＳＴＳ－１９２ｃより生成される４つのＳＴＳ－４８ｃ
のブロック単位でのＤＭＵＸ処理を行う。具体的には、バイト単位で４８個ずつ分離して
、４つのＳＴＳ－４８ｃを生成する。
〔Ｓ１２〕メモリ１１３－１～１１３－４は、内部処理クロックから送信クロックへのデ
ータのクロック乗せかえを行う。
〔Ｓ１３〕ＯＨ付加部１１４－１～１１４－４は、ＳＴＳ－４８ｃ毎に、保証情報である
コンカチ情報、フレーム情報、ブロック情報をＣ１バイトに書き込んだ実質的なＯＨを付
加する。
〔Ｓ１４〕ＷＤＭ送信部１１５は、各ＳＴＳ－４８ｃに、互いに異なる波長を割り当てて
、波長多重して送信する（ＳＴＳ－４８ｃの４波多重信号の送信）。
〔Ｓ１５〕ＷＤＭ受信部２１１は、ＳＴＳ－４８ｃの４波多重信号を受信して、各波長毎
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に分離して、４つのＳＴＳ－４８ｃの分割信号を生成する。
〔Ｓ１６〕保証情報抽出部２１２－１～２１２－４は、Ｃ１バイトから保証情報を抽出し
、その内容を復元制御部２１６に通知する。
〔Ｓ１７〕メモリ２１３－１～２１３－４は、内部処理クロックから送信クロックへのデ
ータのクロック乗せかえを行う。
〔Ｓ１８〕ＭＵＸ部２１４は、復元制御部２１６から通知される復元情報（保証情報）に
もとづいてＭＵＸ処理を行って、ＳＴＳ－４８ｃの組み立て処理を行う。
〔Ｓ１９〕信号送信部２１５は、ステップＳＴ８で組み立てられた信号に、ＳＴＳ－１９
２ｃのポインタを含むＯＨを付加して、ＳＴＳ－１９２ｃを復元して伝送路へ送出する。
以上説明したように、本発明の伝送システム１ａは、ＷＤＭネットワーク内で、コンカチ
ネーション信号の分割／復元制御を行う構成とした。ここで、伝送媒体である光ファイバ
の分散特性の原因により、伝送ビットレートは容易に速くすることができないため、伝送
容量拡大のために、近年ではＷＤＭ技術が広く用いられている。したがって、大容量コン
カチネーション信号を低速のＷＤＭネットワークを使って伝送するには本発明が必須にな
る。
また、本発明を適用することにより、ＷＤＭの中でコンカチネーションしている波長を１
セットにして、多様なフォトニック・ネットワーク内を占有的に帯域分割することにより
、大容量のコンカチネーション信号を安定して伝送することが可能になる。
次にＩＰネットワークへの本発明の適用について説明する。従来のネットワークでは、複
数の低速インタフェースをＳＯＮＥＴの基本フレームＳＴＳ－１のペイロードに収容して
、ＳＴＳ－１フレーム単位で単純に、フレーム多重化（ＳＴＳ－１×ｎ）していた。これ
により、高速のＳＯＮＥＴフレームレートを構成して伝送速度の高速化と伝送容量の拡大
化を実現していた。
一方、今後の主流となるＩＰネットワークでは、この高速ＳＯＮＥＴフレームレート（Ｓ
ＴＳ－１×ｎ）を１本のＩＰ伝送路とみなして利用（占有）する構成が一般的となり、複
数のＳＴＳ－１フレームをコンカチネーション機能により大きな一本の伝送路（ＳＴＳ－
１×ｎｃ）として使用する。
したがって、ＳＯＮＥＴのコンカチネーション機能によって、例えば、１つのＩＰアドレ
スに対して大容量のＩＰデータを伝送する際に、途中のシステム構成等の理由で、コンカ
チネーション信号が分離されるような場合が生じても、本発明を適用することにより、Ｉ
Ｐパケットの連続性が保証されるので、ＩＰルータからの大容量データを障害なく伝送す
ることができ、高品質で信頼性の高い大容量伝送が可能になる。
また、本発明のＩＰネットワークへの適用に対し、ＩＰデータのサービス内容に合ったＳ
ＯＮＥＴのパスをアサインすることで、例えば、大容量のＩＰデータ（ベストエフォート
）は大容量コンカチネーション信号ＳＴＳ－１９２ｃの７５％にあたる容量（ＳＴＳ－１
４４ｃ分）にアサインし、小容量だが品質優先のＩＰデータについては、残りの２５％（
ＳＴＳ－４８ｃ分）を専用線的に帯域保証することにより、ＳＴＳ－１９２ｃを２つのパ
ーティションに区切るような使い方にも応用できる。
以上説明したように、本発明によれば、連続性を保証する保証情報の付加を行ってコンカ
チネーション信号を分割して低速信号にしてから送信し、受信側では、保証情報にもとづ
いて、元の大容量のコンカチネーション信号を復元する構成とした。これにより、様々な
ネットワークを介した複数の伝送路を経由して、大容量のコンカチネーション信号を経済
的な機器構成で、効率よく伝送することが可能になる。
なお、上記の説明では、ＳＯＮＥＴを中心に説明したが、ＳＤＨの場合も本発明を同様に
適用できる。例えば、上記ではＳＴＳ－１９２ｃを分割して分割信号ＳＴＳ－３ｃを生成
したが、ＳＤＨの場合はＳＴＭ－６４（ＶＣ４－６４ｃ）を分割して分割信号ＶＣ－４を
生成することになる。
以上説明したように、本発明の伝送システムは、送信側では、多重化信号を分割し、また
、分割する際には、分割信号の連続性を保証する保証情報を付加して、ＳＴＳまたはＳＴ
Ｍの伝送インタフェース形式の分割信号を生成し、受信側では、保証情報にもとづいて、
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多重化信号を復元する構成とした。これにより、大容量の多重化信号を伝送する際に、伝
送ビットレートに制限がある既存のネットワークシステムを有効活用して伝送することが
でき、大容量化信号の伝送を効率よく行うことが可能になる。
上記については単に本発明の原理を示すものである。さらに、多数の変形、変更が当業者
にとって可能であり、本発明は上記に示し、説明した正確な構成および応用例に限定され
るものではなく、対応するすべての変形例および均等物は、添付の請求項およびその均等
物による本発明の範囲とみなされる。
【図面の簡単な説明】
図１は、本発明の伝送システムの原理図である。
図２は、コンカチネーション信号の分割処理を示す概念図である。
図３は、ＰＯＨを示す図である。
図４は、保証情報の内容を示す図である。
図５は、多重化ノード間にトリビュタリ対応の多重化ノードを設けた場合の図である。
図６は、送信装置のブロック構成を示す図である。
図７は、受信装置のブロック構成を示す図である。
図８は、遅延情報通知手段を説明するための図である。
図９は、並列伝送信号の時間関係を示す図である。
図１０は、遅延補正の様子を示す図である。
図１１は、遅延補正の様子を示す図である。
図１２は、遅延補正の第１の変形例を示す図である。
図１３は、遅延補正の第２の変形例を示す図である。
図１４は、第２の変形例を説明するための図である。
図１５は、ＷＤＭを適用した伝送システムを示す原理図である。
図１６は、ＯＨを示す図である。
図１７は、保証情報の内容を示す図である。
図１８は、送信装置のブロック構成を示す図である。
図１９は、受信装置のブロック構成を示す図である。
図２０は、ＳＴＳ－１のフォーマット構成を示す図である。
図２１は、ＳＴＳ－１２ｃのフォーマット構成を示す図である。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】
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